
包括評価部分 

診断群分類毎の
１日当たり点数  × 

医療機関別係数 

機能評価係数Ⅱ 

＋ 

基礎係数 

× 在院日数 

＋ 出来高評価部分 

機能評価係数Ⅰ 

＋ 

暫定調整係数 

＋ 
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２．調整係数の見直しに係る対応と経過措置 

DPC制度における診療報酬の計算（平成24年度改定後） 



C B 

A 

C 
B 

A 

B 

調整係数 

今後
の 
改定 

H24改定 H28（想定） 

※ 同程度の機能評価係数Ⅱの評価となるＡ病院～Ｃ病院を想定したイメージ 

25%置換 

A 

B 

C 

Ａ   Ｂ   Ｃ 
病院 病院 病院 

基 
礎 
係 
数 

 
 

基 
礎 
係 
数 

 
 

A 
C 

基 
礎 
係 
数 

 
 

基 
礎 
係 
数 

 
 

 

機能 
評価 
係数 
Ⅱ 

 

調整係数から段階的に、基礎係数＋機能評価係数Ⅱに近づける 

50%置換 75%置換 移行完了 

H26（想定） H30（想定） 

Ａ   Ｂ   Ｃ 
病院 病院 病院 

Ａ   Ｂ   Ｃ 
病院 病院 病院 

Ａ   Ｂ   Ｃ 
病院 病院 病院 

Ａ～Ｃ 
病院 

暫定調整係数 
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【イメージ図】調整係数から基礎係数＋機能評価係数Ⅱへの移行            



（Ｂ） （Ａ） 

＊１ 改定前の実績に基づく医療費の合計には、平成24年度診療報酬改定における入院基本料や包括範囲の見直し等を反映したもの。 
    今回改定では、改めて機能評価係数Ⅱへの移行を行ったことから、平成２２年度改定以前（機能評価係数Ⅱ設定前）の調整係数を使用して集計。  
 

＊２ 見直し後の診断群分類による診療報酬については、当該医療機関における平成22年10月から平成23年９月の入院実績に基づき算出している。 

医療機関別係数 ＝ 機能評価係数Ⅰ + 機能評価係数Ⅱ + 暫定調整係数 ＋ 基礎係数 

  
 

 
 

 
 

当
該
医
療
機
関
に
お
け
る
改
定
前
の
実
績
に
基
づ
く
医
療
費
の
合
計 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（平
成
22
年
10
月
～
平
成
23
年
９
月
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計
12
か
月
分
の
実
績
に
基
づ
き
算
出 

＊
１
）  

入院基本料等加算 

など 

Σ 診断群分類Bの 

 １日あたり点数 

 ×  入院日数         

 ×  １０円                

Σ 診断群分類Ａの 

 １日あたり点数 

× 入院日数        

   ×  １０円                   

見
直
し
後
の
診
断
群
分
類
点
数
表
に
よ
る
診
療
報
酬
＊
２ 

見
直
し
後
の
診
療
報
酬
の
推
計 

機能評価係数Ⅰ 

機能評価係数Ⅱ 

暫定調整係数 従来の方法で計算した調整係数(※)

と基礎係数の差の0.75倍 

基礎係数 

※  （A） ／（B）×（ １ + 改定率 ）－機能評価係数Ⅰ 

 直近の医療機関群別包括範囲出来高点数（改定
前の点数表及び退院患者調査に基づく実績値）の
平均値に改定率を乗じた報酬に相当する係数 
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２．調整係数の見直しに係る対応と経過措置 

医療機関別係数の設定方法等（平成24年度改定後） 



 
(2) 従前の機能評価係数Ⅰに加えて、「地域加算」「離島加算」（現行出
来高評価）を機能評価係数Ⅰとして係数評価する。 

 
(3) 出来高報酬体系のデータ提出加算の新設に伴い、データ提出係数
のうちデータ提出に係る評価部分を機能評価係数Ⅰとして整理する。 

 

(1) 当該医療機関の入院患者全員に対して算定される加算や入院基本
料の補正値等を機能評価係数Ⅰとして係数設定する。 

(4) その他の入院基本料等加算の見直し等について、必要に応じて機
能評価係数Ⅰに反映させる。 
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３．機能評価係数Ⅰの見直し 

平成２４年２月１０日 

中医協総会 総－１ 



  機能評価係数Ⅰとして評価   条件を満たせば算定可能 
（無色） DPC病棟では算定しないと考えられるもの 

入院基本料等加算 

①
医
療
機
関
の
評
価 

病院の体制
の評価 

A200 総合入院体制加算 A204-2 臨床研修病院入院診療加算 

全
員
に
加
算 

A204 地域医療支援病院入院診療加算 A207-2 医師事務作業補助体制加算 
A207 診療録管理体制加算 A230 精神病棟入院時医学管理加算 

A243 後発医薬品使用体制加算 A230-2 精神科地域移行実施加算 

    A234 医療安全対策加算（＋感染防止対策加算） 

看護配置 
の評価 

A207-3 急性期看護補助体制加算 

  A213 看護配置加算 

A214 看護補助加算 
地域特性 
の評価 

  
A218 地域加算 

A218-2 離島加算 

特殊病室 
の評価 

A224 無菌治療室管理加算 A229 精神科隔離室管理加算 

条
件
を
満
た
す 

患
者
個
人
毎
に
加
算 

A225 放射線治療病室管理加算     

療養環境 
の評価 

A219 療養環境加算 A221-2 小児療養環境特別加算 

A220 ＨＩＶ感染者療養環境特別加算     
A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算     
A221 重症者等療養環境特別加算     
A222 療養病棟療養環境加算     
A223 診療所療養病床療養環境加算     

入院基本料等加算と 
機能評価係数Ⅰの関係 

機能評価係数Ⅰへ 

 上記以外に、患者サポート体制充実加算、病棟薬剤業務実施加算、データ提出加算を機能評価係数Ⅰとした。
なお、データ提出加算は機能評価係数Ⅱのデータ提出係数との整理を合わせて実施（下記）。 

①データ提出手順の評価 

（係数1/2相当） 

②データの質の評価 

（係数1/2相当） 

②データの質の評価 機能評価係数Ⅱ 

データ提出係数 

機能評価係数Ⅰ 

データ提出加算１・２ 

機能評価係数Ⅱ 

データ提出係数 
①データ提出手順の評価 

＜データ提出加算の整理イメージ＞ 

改定前 
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３．機能評価係数Ⅰの見直し 


